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一
研
究
ノ
ー
ト
一

〔
要
旨
一

本
報
告
は
当
館
所
蔵
の
橘
忠
助
氏
旧
蔵
美
術
資
料
群
に
含
ま
れ
る
地
図
に

つ
い
て
、
特
に
明
治
期
「
府
県
管
内
図
」
に
注
目
し
て
こ
れ
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
図
は

版
画
技
術
研
究
の
た
め
の
美
術
資
料
と
し
て
収
集
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
り
、

な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
府
県
管
内
図
で
あ
る
。
従
来
、
府
県
管
内
図
に

つ
い
て
は
府
県
単
位
で
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
複
数
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で

以
下
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
ず
明
治
一
○
年
代
前
半
に
は
内
務
省
地
理
局
に
よ
る
地
図
作
成
の
動
向

に
関
連
し
て
、
各
府
県
が
主
体
と
な
っ
て
そ
の
管
轄
域
を
図
示
し
た
府
県
管

内
図
が
作
成
さ
れ
た
。
千
葉
県
と
宮
崎
県
の
も
の
を
事
例
と
し
て
具
体
的
に

検
討
す
る
と
、
明
治
二
年
に
内
務
省
地
理
局
が
刊
行
し
た
『
測
絵
図
譜
」

の
地
図
図
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
府
県
管
内
図
に
示
さ
れ
た
行
政

界
を
み
る
と
府
県
境
が
旧
国
境
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。

［
キ
ー
ワ
ー
ド
一

内
務
省
地
理
局
、
岩
橋
教
章
・
章
山
、
結
城
正
明
、
西
田
武
雄
、
府
県
境

橘
忠
助
氏
旧
蔵
美
術
資
料
群
と
明
治
期
府
県
管
内
図

武

田

周

一

郎

当
館
に
は
多
く
の
地
図
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
寄
贈
さ
れ
た
も
の
に
橘

忠
助
氏
旧
蔵
美
術
資
料
群
（
以
下
、
橘
資
料
群
と
略
す
）
に
含
ま
れ
る
地
図
が
あ
る
。

（

１

）

橘
資
料
群
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
既
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
整
理
に
よ
れ
ば

「
地
図
」
と
し
て
分
類
さ
れ
た
も
の
が
五
一
点
、
そ
の
ほ
か
に
、
「
刷
り
物
等
」
の

（

２

）

分
類
を
中
心
に
一
七
点
、
あ
わ
せ
て
六
八
点
の
地
図
が
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
の
地
図
を
含
む
橘
資
料
群
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
銅
版

画
家
の
西
田
武
雄
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
収
集
者
で
あ
る

西
田
武
雄
の
経
歴
を
勘
案
す
る
と
こ
れ
ら
の
地
図
は
版
画
技
術
研
究
の
た
め
の
美

術
資
料
と
し
て
収
集
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

西
田
が
地
図
印
刷
技
術
と
し
て
の
銅
版
技
術
に
高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と

は
そ
の
著
作
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
西
田
は
自
身
が
創
刊
し
た
雑
誌
更
ヅ

チ
ン
グ
』
に
、
銅
版
技
術
、
地
図
印
刷
技
術
の
開
拓
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
岩

（

３

）

橋
教
章
に
関
す
る
記
事
を
執
筆
し
て
い
る
。
ま
た
西
田
は
教
章
の
息
子
で
父
と
同

じ
く
地
図
印
刷
技
術
者
と
し
て
知
ら
れ
る
岩
橋
章
山
の
自
筆
ノ
ー
ト
（
橘
資
料
群
）

を
旧
蔵
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
地
図
は
印
刷
技
術
へ
の

関
心
に
基
づ
い
て
収
集
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
特

徴
を
端
的
に
示
す
傾
向
が
、
描
写
対
象
の
多
様
さ
で
あ
る
。
先
述
し
た
六
八
点
の

地
図
の
描
写
対
象
は
、
世
界
、
日
本
、
府
県
、
都
市
あ
る
い
は
寺
社
境
内
と
様
々

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
特
定
の
地
域
へ
の
関
心
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

こ
れ
ら
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
府
県
管
内
図
で
あ
る
。
こ

の
府
県
管
内
図
は
府
県
単
位
で
そ
の
領
域
を
示
し
た
地
図
で
、
本
稿
で
は
主
に
府

は
じ
め
に
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ま
ず
始
め
に
府
県
管
内
図
に
用
い
ら
れ
た
印
刷
技
術
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
、

岩
橋
教
章
が
刊
行
に
携
わ
っ
た
『
測
絵
図
譜
』
（
橘
資
料
群
）
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

教
章
は
文
久
元
二
八
六
二
年
一
○
月
に
幕
府
軍
艦
操
練
所
絵
図
認
方
に
出

仕
、
同
二
二
八
六
二
）
年
に
伊
勢
、
志
摩
、
尾
張
で
、
ま
た
元
治
元
二
八
六
四
）

年
と
同
二
二
八
六
五
）
年
に
は
横
須
賀
で
の
沿
岸
測
量
に
携
わ
る
等
、
測
量
関

（

７

）

係
の
任
務
に
当
た
っ
た
。
箱
館
戦
争
で
官
軍
方
と
戦
っ
た
後
に
謹
慎
処
分
を
経
て
、

明
治
三
二
八
七
○
）
年
に
兵
部
省
海
軍
操
練
所
に
出
仕
す
る
。
さ
ら
に
同
六

県
が
作
成
主
体
で
あ
り
、
府
県
管
内
図
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
資
料
名
を
有
す

る
地
図
を
「
府
県
管
内
図
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
従
来
、
府
県
管
内
図
は
三
重

（
４
）

（

５

）

（

６

）

県
や
山
口
県
等
の
よ
う
に
府
県
単
位
で
個
別
に
検
討
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
府
県
管
内
図
は
岩
橋
教
章
が
活
躍
し
た
明
治
一
○
年
代
に
多
く
刊
行
さ
れ
、

そ
の
印
刷
技
術
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。
収
集
対
象
が
特
定
の
地
域
に
限
定

さ
れ
な
い
橘
資
料
群
に
は
複
数
の
府
県
管
内
図
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら

の
比
較
検
討
が
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
報
告
は
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
地
図
に
つ
い
て
、
特
に
明
治
期
府
県

管
内
図
に
注
目
し
て
こ
れ
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
岩
橋
教
章
や
同
じ
く
銅
版
技
術
者
の
結
城
正
明
を
通

じ
て
、
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
地
図
印
刷
の
動
向
を
概
観
す
る
。
続
い
て
橘
資

料
群
に
含
ま
れ
る
府
県
管
内
図
の
う
ち
千
葉
県
と
宮
崎
県
を
事
例
に
し
て
、
特
に

そ
の
凡
例
と
県
境
の
表
現
に
注
目
し
て
こ
れ
を
紹
介
す
る
。
最
後
に
府
県
管
内
図

の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

｜
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
地
図
印
刷
の
動
向

二
八
七
三
）
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
正
院
九
等
出
仕
「
日
本
地
図
主
任
」

と
し
て
随
行
、
当
地
で
銅
版
技
術
、
地
図
製
作
技
術
を
習
得
し
た
。
同
七

二
八
七
四
）
年
に
帰
国
し
た
教
章
は
、
正
院
と
の
兼
務
で
内
務
省
地
理
寮
（
同

一
○
年
地
理
局
と
改
称
）
八
等
出
仕
、
以
後
地
理
局
の
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
。

（

８

）

橘
資
料
群
に
は
教
章
の
息
子
で
あ
る
章
山
の
自
筆
資
料
が
含
ま
れ
、
こ
の
他
に

教
章
も
し
く
は
章
山
旧
蔵
と
判
断
さ
れ
る
「
岩
橋
蔵
書
」
印
（
図
１
）
が
付
さ
れ

（

９

）

た
地
図
が
六
点
あ
る
。
あ
わ
せ
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
教
章
が
携
わ
っ
て
内

務
省
地
理
局
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
測
絵
図
譜
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
二
年
に

内
務
省
地
理
局
が
地
図
の
図
式
集
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
例
言
に

よ
れ
ば
地
図
の
「
体
裁
ヲ
一
ニ
シ
テ
其
記
号
ヲ
斉
」
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

橘
資
料
群
の
『
測
絵
図
譜
』
は
折
帖
で
、
一
枚
あ
た
り
一
八
・
六
×
一
二
・
八

ｍ
の
洋
紙
四
一
枚
に
、
教
章
が
渡
欧
中
に
習
得
し
た
高
度
な
技
術
を
用
い
た
多
様

（

Ⅲ

）

な
地
図
記
号
が
銅
版
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
特
に
山
脈
の
起
伏
を
示
す
手
法
と
し
て

量
溺
（
ケ
バ
）
等
の
極
め
て
高

度
な
技
術
が
駆
使
さ
れ
て
い
る

（
図
２
）
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
て
~
■

注

目

さ

れ

る

の

が

、

行

政

界

等

~

の
境
界
を
示
す
線
種
で
あ
る

（
図
３
）
。
『
測
絵
図
譜
』
「
第
四

十
号
」
の
一
葉
に
は
、
外
国
界

に
始
ま
り
公
園
界
に
至
る
一
○

種
類
の
境
界
が
多
様
な
線
種
に
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よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
州
界
と
管
轄
界
は
現
在
使
用
さ
れ
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
国
界
及
び
府
県
界
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
郡
、
村
、

町
は
、
『
測
絵
図
譜
』
刊
行
に
先
行
す
る
明
治
二
二
八
七
八
）
年
七
月
二
二

日
に
公
布
さ
れ
た
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
り
新
た
に
各
府
県
の
下
部
に
属
す
る
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
地
方
行
政
区
画
で
あ
る
。
そ
し
て
大
区
と
小
区
は
同
法
に

よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
各
府
県
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
『
測

絵
図
譜
」
に
は
当
時
の
地
方
行
政
制
度
の
動
向
を
踏
ま
え
て
行
政
界
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
『
測
絵
図
譜
」
の
刊
行
後
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
日
本
全
国
を
対
象
と
し
た

地
図
が
内
務
省
地
理
局
か
ら
立
て
続
け
に
刊
行
さ
れ
た
（
後
掲
関
連
年
表
参
照
）
。

ま
ず
明
治
一
二
二
八
七
九
）
年
一
二
月
に
「
大
日
本
府
県
管
轄
図
」
が
、
続
く

同
一
四
二
八
八
二
年
二
月
に
は
こ
れ
を
詳
細
に
し
た
「
大
日
本
国
全
図
」
が

刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
年
六
月
に
は
「
大
日
本
国
全
図
」
を
分
割
し
た
地
図
帳

形
式
の
「
大
日
本
府
県
分
轄
図
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
例
言
に
は
「
此
図
專
ラ

（

Ⅱ

）

行
政
上
郡
区
管
轄
ヲ
周
知
ス
ル
ヲ
要
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
当
該
期
に

刊
行
さ
れ
た
日
本
全
国
を
対
象
と
す
る
地
図
は
整
備
途
上
に
あ
っ
た
地
方
自
治
制

度
の
動
向
を
反
映
し
、
特
に
そ
の
行
政
区
画
を
表
示
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た

も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

続
い
て
、
教
章
と
同
じ
時
期
に
地
図
作
成
に
携
わ
っ
た
銅
版
技
術
者
の
結
城
正

明
に
つ
い
て
把
握
し
た
い
。

結
城
は
天
保
一
一
（
一
八
四
○
）
年
に
越
中
国
富
山
で
生
ま
れ
、
安
政
二

（
一
八
五
五
）
年
狩
野
雅
信
に
入
門
し
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
は
狩
野
雅

信
と
共
に
江
戸
城
御
殿
表
裏
画
の
御
用
を
勤
め
た
。
そ
の
後
は
同
門
の
青
野
桑
州

－31－



に
つ
い
て
銅
版
画
を
習
い
、
明
治
六
年
に
紙
幣
寮
に
入
る
。
さ
ら
に
ウ
ィ
ー
ン
か

ら
帰
国
し
た
教
章
に
教
え
を
受
け
た
他
、
同
一
五
二
八
八
二
）
年
頃
に
は
横
山

（

岨

）

大
観
の
父
で
あ
る
酒
井
捨
彦
か
ら
地
図
技
術
を
習
得
し
た
。
そ
し
て
、
同
二
四

（

過

）

二
八
九
二
年
に
は
東
京
美
術
学
校
助
教
授
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
結
城
の
画
業
に
つ
い
て
、
『
追
弔
記
念
洋
風
美
術
家
小
伝
』
は
「
君
の
作

品

中

重

な

る

は

曽

て

内

国

勧

７
等

業
博
覧
会
に
文
部
省
よ
り
出
癖
即
恥
幽
恥
函
吻
函
幽

地

地

地

地

地

刷

地

地

品
せ
る
日
本
全
図
日
本
図
及

日

犯

叩

千

葉

群

馬

宮

崎

青

森

埼

玉

等

年

月

胴

朏

即

月

月

月

月
２

（

Ｍ

）

一

丁

５

１

９

３

６

６

１

５

諸

県

の

管

内

図

な

り

と

す

」

諭

奔

秤

群

畔

奔

畔

畔

群

１

１

１

１

１

１

２

２

と

紹

介

し

て

い

る

。

こ

こ

で

図

治

治

治

治

治

治

治

治

内

明

明

明

明

明

明

明

明

結

城

の

作

品

で

重

要

な

も

の

篭

誹

蹄

刷印

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
地
図
の
諦
誇
蝿
岬
鋤
朗
邊
版
鞆

ｌ

Ｉ

渡

蔵

う
ち
、
前
者
の
「
日
本
全
図
郵
諦
叫
尉
県
県
伊
入
鋤
癖
諭

Ｊ

日
本
図
」
は
明
治
一
○
（
一
窄
峠
鋤
鋤
葎
趨
鋤
廃
宮
一
林

（

鴫

）

稲

編

刻

八

編

ｊ

図

ｊ

~

鐺

画

註
諦
哩
篭
熊
掬
蝉
黙
銚
噸
ゞ

月

軒

岬

軸

捨

母

１

成

七

地

刷

明

城

正

明

錆

）

を

指

す

と

判

断

表

作

徳

県

印

ｊ

服

樵

正

県

賛

徳

須

崎

ｊ

田

刷

城

邉

城

島

八

須

高

長

集

三

印

結

一

渡

結

福

製

高

さ
れ
る
。
同
年
の
内
国
勧
業

図

図

博

覧

会

出

品

目

録

に

よ

れ

ば

、

略

全

文
部
省
は
第
二
区
第
十
六
類
焼
図
幟
雁
倒
洲
崎
岬
岬

す

な

わ

ち

「

教

育

ノ

器

目

一

〈

」

資

精

管

管

管

三

管

管

岡

県

県

県

県

県

県

県

福

岡

崎

城

葉

山

崎

島

正

の

部

に

「

大

日

本

全

図

洋

福

長

茨

千

岡

宮

福

改

長崎県地理係（編
集）
長崎県（蔵版）明治12年11月

三田印刷所（彫刻
印刷）
茨城県明治17年9月6日

大塚伊八郎（著作
出版)、渡邊祐吉
(発免）
明治18年6月

渡邉樵革（製図）
結城正明（銅鑛）
宮崎県（蔵版）明治18年6月

福島県農商課（編
製)､賛々舎（銅鐺）
明治20年1月~

（

肥

）

紙
銅
版
摺
掛
物
宮
本
三
平
編
」
を
出
品
し
て
い
る
。
さ
ら
に
先
述
し
た
内
務
省
地

理
局
刊
行
の
「
大
日
本
国
全
図
」
及
び
「
大
日
本
府
県
分
轄
図
」
に
は
「
鎬
工

結
城
正
明
」
と
そ
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
一
○
年
代
前
半
に
は
、
結

城
が
文
部
省
や
内
務
省
地
理
局
の
地
図
印
刷
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
前
掲
「
小
伝
』
に
お
い
て
後
者
に
挙
げ
ら
れ
た
「
諸
県
の
管
内
図
」
に

つ
い
て
は
、
列
挙
さ
れ
た
千
葉
・
宮
崎
・
青
森
の
他
、
三
重
・
滋
賀
の
各
県
管
内

（

Ⅳ

）

図
に
関
し
て
結
城
が
地
図
作
成
に
携
わ
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
う
ち
橘
資
料
群
に

は
千
葉
及
び
宮
崎
の
管
内
図
が
含
ま
れ
、
い
ず
れ
も
明
治
一
八
二
八
八
五
）
年

に
各
県
の
蔵
版
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
の
三
県
の
管
内
図
も
各
県

が
蔵
版
も
し
く
は
編
者
と
し
て
作
成
主
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
測
絵

図
譜
』
に
基
づ
い
た
「
大
日
本
国
全
図
」
及
び
「
大
日
本
府
県
分
轄
図
」
の
刊
行

に
携
わ
っ
た
結
城
が
、
そ
の
後
、
明
治
一
○
年
代
後
半
に
府
県
管
内
図
の
地
図
作

成
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、
当
該
期
に
お
け
る
『
測
絵
図
譜
』
の
銅
版
技
術
の

広
が
り
を
検
討
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
府
県
管
内
図
の
印
刷
に
あ

た
っ
て
、
『
測
絵
図
譜
』
に
示
さ
れ
た
高
い
技
術
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
続
い
て
千
葉
県
と
宮
崎
県
を
事
例
に
し
て
具
体
的
に

検
討
し
た
い
。

橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
府
県
管
内
図
を
示
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
結
城
正
明
が
作
成
に
携
わ
っ
た
も
の
が
千
葉
県
と
宮
崎
県
の
二
点
で
あ
る
。
以

下
で
は
、
特
に
そ
の
凡
例
と
県
境
の
表
現
に
注
目
し
て
こ
れ
を
紹
介
す
る
。

二
橘
資
料
群
の
府
県
管
内
図
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（
｜
）
「
千
葉
県
管
内
実
測
全
図
」

「
千
葉
県
管
内
実
測
全
図
」
（
橘
資
料
群
図
４
）
は
、
明
治
一
八
年
三
月

一
三
日
の
版
権
並
び
に
出
版
届
で
、
千
葉
県
の
蔵
版
、
結
城
正
明
の
彫
刻

に
よ
る
。
本
図
を
一
見
し
て
気
付
く
の
が
そ
の
大
き
さ
で
、
全
長
は

一
九
八
・
二
×
一
三
九
・
一
一
面
で
あ
る
。
そ
し
て
料
紙
は
縦
五
枚
、
横
二
枚

の
合
計
一
○
枚
で
こ
れ
を
継
ぎ
、
料
紙
継
目
以
外
に
は
版
の
継
ぎ
は
認
め

ら
れ
な
い
。

続
い
て
凡
例
（
図
５
）
を
み
る
と
、
本
図
が
『
測
絵
図
譜
』
の
図
式
に

則
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
も
顕
著
な
の
が
山
地
の
表
現
で
、
図
６

に
房
総
半
島
中
西
部
の
鹿
野
山
周
辺
を
示
し
た
。
図
中
央
の
「
鹿
野
山
」

と
書
か
れ
た
熊
野
峰
を
中
心
に
、
東
方
に
白
鳥
峰
、
西
方
に
春
日
峰
が
連

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
峰
が
連
な
る
地
形
が
、
図
２
に
示
し
た
『
測

絵
図
譜
」
の
図
式
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鹿
野
山
は
周
准
郡

に
含
ま
れ
、
南
接
す
る
天
羽
郡
と
の
境
界
に
は
一
点
鎖
線
に
よ
っ
て
郡
境

が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
郡
境
は
『
測
絵
図
譜
」
の
管
轄
界
の
図

式
に
類
似
し
て
い
る
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

本
図
作
成
の
経
緯
に
関
し
て
は
、
図
中
の
記
載
に
「
町
村
耕
宅
地
山
林

芝
生
地
等
ノ
区
別
ハ
地
租
改
正
二
際
シ
編
製
シ
タ
ル
毎
町
村
字
限
図
二
拠

ル
」
と
あ
り
、
土
地
利
用
の
区
別
は
地
租
改
正
時
に
作
成
さ
れ
た
「
字
限
図
」

す
な
わ
ち
地
籍
図
に
依
拠
し
て
い
た
。
加
え
て
山
田
顕
義
に
よ
る
識
語
に

は
、
「
伊
能
忠
敬
所
裁
図
及
諸
実
測
図
」
が
参
照
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
本
図
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
既
成
の
地
図
類
が
利
用

さ
れ
た
。
た
だ
し
「
本
図
ハ
明
治
十
四
年
十
月
始
メ
テ
実
測
二
着
手
シ
明

號符

F引詞剰
駕 郡 腿
蕊 製 凱

FIm"
中 季師役声

驫 挟瀧増長

図画園
驚 ： 鳶

f蕊｢Z]rZ1rgl国図r"1mF詞fT1rm
農 木監 ~累
藩 粥獄 署

阿｢珂扉1
神 溺婁輔地~ 燈

社 点魚大窪 驚

劉周圃
篭 市 塩
地 街 田

国

鑪

團

鯉

同

出

張
所

国
鰯
驚
璽
撚
蝿

§
田

駕

鬮

原

野

郡
役
廓

図5 「千葉県管内実測全図」の凡例

図7 「千葉県管内実測全図」の県境 図6 「千葉県管内実測全図」の山地表現
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治
十
八
年
八
月
彫
刻
全
ク
成
ル
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
測
に
よ
る

成
果
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
千
葉
県
は
明
治
八
二
八
七
五
）
年
五
月
七
日
に
新
治
県
か
ら
多
胡
県
・

小
見
川
県
・
高
岡
県
が
編
入
さ
れ
、
現
在
の
県
域
が
確
定
し
て
い
る
．
そ
し
て
県

域
の
確
定
後
に
作
成
さ
れ
た
本
図
に
は
現
在
と
ほ
ぼ
同
様
な
県
の
形
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
再
び
凡
例
を
み
る
と
、
境
界
は
「
国
界
」
・
「
郡
界
」
・
「
町
村
界
」

の
三
種
類
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
国
界
は
日
本
国
の
国
境
で
は
な
く
、
古

代
の
国
郡
制
以
来
の
地
域
区
分
で
あ
る
旧
国
の
境
界
を
指
す
。
そ
し
て
注
目
す
べ

き
こ
と
に
、
本
図
に
は
県
境
を
表
す
記
号
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
西
接
す

る
東
京
府
南
葛
飾
郡
と
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
は
旧
武
蔵
国
で
あ
り
、
こ
の
県
境
部
分

の
一
部
に
は
国
界
が
表
示
さ
れ
て
い
る
．
同
様
に
北
接
す
る
茨
城
県
河
内
郡
以
東

は
旧
常
陸
国
で
あ
り
、
こ
の
部
分
の
県
境
の
一
部
も
ま
た
国
界
で
示
さ
れ
て
い
る
。

図
７
は
、
こ
の
う
ち
茨
城
県
河
内
郡
（
旧
常
陸
国
）
と
の
県
境
部
分
を
拡
大
し
た

も
の
で
あ
る
。
図
幅
下
辺
の
利
根
川
は
西
（
左
方
）
か
ら
東
（
右
方
）
へ
流
下
し
、

こ
の
利
根
川
右
岸
〈
南
）
が
千
葉
県
、
左
岸
（
北
）
が
茨
城
県
に
あ
た
る
。
た
だ

し
図
幅
右
辺
の
下
加
納
新
田
付
近
は
利
根
川
左
岸
で
あ
る
が
、
千
葉
県
香
取
郡
（
旧

下
総
国
）
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
千
葉
県
（
旧
下
総
国
）
の
下
加
納
新
田
と
、
茨

城
県
（
旧
常
陸
国
）
の
伊
佐
津
新
田
と
の
間
は
国
界
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
千
葉
県
と
茨
城
県
の
県
境
が
、
旧
下
総
国
と
旧
常
陸
国
の
国
境
と
し
て
示

（

肥

）

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
国
境
は
二
点
鎖
線
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、

『
測
絵
図
譜
』
の
図
式
に
則
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
結
城
の
関
与
や
山
地
を
表
現
す
る
ケ
バ
法
の
採
用
等
か
ら
は
、
『
測

絵
図
譜
』
に
代
表
さ
れ
る
内
務
省
地
理
局
の
地
図
作
成
技
術
が
本
図
に
反
映
さ
れ

（
二
）
「
宮
崎
県
管
内
全
図
」

「
宮
崎
県
管
内
全
図
」
（
橘
資
料
群
図
８
）
は
明
治
一
八
二
八
八
五
）
年
六
月

に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
宮
崎
県
の
蔵
版
、
渡
邉
樵
革
の
製
図
、
結
城
正
明
の
銅

鑛
に
よ
る
。
本
図
は
全
長
が
八
九
・
○
×
六
六
・
○
ｍ
で
、
こ
れ
を
上
下
二
枚
の
紙

で
継
い
で
い
る
。
千
葉
県
の
も
の
と
比
較
す
る
と
、
図
面
周
囲
に
「
宮
崎
市
之
図
」

等
と
い
っ
た
市
街
地
拡
大
図
や
、
諸
統
計
一
覧
表
を
配
置
し
て
い
る
点
に
特
徴
が

あ
る
。
こ
う
し
た
体
裁
は
、
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
府
県
管
内
図
で
は
福
島
県
や

長
崎
県
の
事
例
で
確
認
さ
れ
た
。

そ
し
て
凡
例
を
み
る
と
、
本
図
の
印
刷
技
術
が
『
測
絵
図
譜
』
の
図
式
に
則
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
９
）
。
ま
ず
山
地
の
表
現
は
千
葉
県
の
事
例
と
同
様

に
ケ
バ
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
図
皿
）
。
一
方
で
行
政
界
に
つ
い
て
は
千
葉
県

と
は
異
な
り
管
轄
界
を
含
み
国
界
、
郡
界
と
合
わ
せ
て
三
種
類
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
『
測
絵
図
譜
』
と
同
じ
図
式
で
あ
る
。

凡
例
に
示
さ
れ
た
管
轄
界
は
す
な
わ
ち
県
境
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
は
限
定
的

で
あ
る
。
本
図
中
で
管
轄
界
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
県
境
は
、
県
南
部
の
南
那
珂
郡

と
、
鹿
児
島
県
南
諸
県
郡
が
接
す
る
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
（
図
皿
）
。
図
幅
東

部
の
宮
崎
県
南
那
珂
郡
は
旧
日
向
国
で
あ
っ
た
。
ま
た
図
幅
西
部
の
鹿
児
島
県
南

諸
県
郡
は
「
鹿
児
島
県
管
轄
日
向
国
南
諸
県
郡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
旧
日

て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
一
方
で
県
境
の
扱
い
に
関
し
て
注
目
す
る
と
、
こ

れ
を
管
轄
界
と
し
て
固
有
の
地
図
記
号
を
割
り
当
て
た
『
測
絵
図
譜
』
と
、
管
轄

界
を
用
い
ず
国
境
及
び
郡
境
に
よ
っ
て
表
示
し
た
本
図
の
間
で
相
違
点
が
確
認
さ

れ
た
。
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こ
こ
で
宮
崎
県
は
県
域
の
変
遷
が
複
雑
で
あ
り
注
意
を
要
す
る
。
明
治
六
年
一

月
一
五
日
に
成
立
し
た
宮
崎
県
は
、
同
九
二
八
七
六
）
年
八
月
一
二
日
に
一
旦

鹿
児
島
県
と
合
併
す
る
。
そ
の
後
、
同
一
六
二
八
八
三
）
年
五
月
九
日
に
鹿
児

島
県
か
ら
分
離
し
て
現
在
の
県
域
が
確
定
し
た
。
こ
う
し
た
経
緯
は
本
図
の
例
言

に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
言
に
よ
れ
ば
本
図
は
先
行
す
る
「
旧
宮
崎
県
管
内
地

図
」
を
縮
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
六
年
に
原
図
を
起
こ
し
た
が
完
成
し
た
際
、

宮
崎
県
は
鹿
児
島
県
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
再
び
宮
崎
県
が
分
離
す
る
に
際

し
て
本
図
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
本
図
の
作
成
が
県
域
の
変
遷

と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
千
葉
県
と
宮
崎
県
を
事
例
に
し
て
府
県
管
内
図
の
特
徴
を
示
し
て
き

た
。
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
地
図
印
刷
技
術
に
注
目
す
る
と
、
両
図
は

山
地
の
表
現
に
ケ
バ
法
を
用
い
る
等
、
内
務
省
地
理
局
が
『
測
絵
図
譜
』
に
定
め

た
地
図
図
式
を
採
用
し
て
い
た
。
両
図
の
彫
刻
に
あ
た
っ
た
結
城
正
明
は
、
既
に

明
治
一
○
年
代
前
半
に
内
務
省
地
理
局
の
日
本
図
刊
行
に
携
わ
っ
て
い
る
。
岩
橋

教
章
が
『
測
絵
図
譜
』
と
し
て
集
大
成
し
た
地
図
印
刷
技
術
は
、
結
城
の
介
在
に

よ
っ
て
府
県
管
内
図
に
用
い
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
行
政
界
の
図
式
に
関
し
て
ま
と
め
る
と
、
『
測
絵
図
譜
』
で
は
府
県
境

が
管
轄
界
と
し
て
固
有
の
地
図
記
号
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
対

し
て
千
葉
県
の
事
例
で
は
凡
例
に
は
管
轄
界
が
示
さ
れ
ず
、
国
界
及
び
郡
界
だ
け

が
示
さ
れ
た
。
ま
た
宮
崎
県
の
事
例
で
は
凡
例
に
管
轄
界
・
国
界
・
郡
界
の
い
ず

向
国
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
両
郡
が
接
す
る
部
分
は
宮
崎
県
と
鹿
児
島
県
の
県
境
で

あ
る
が
、
国
境
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
そ
の
境
界
に
は
一
点
鎖
線
の
管
轄
界
が
引

か
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
府
県
管
内
図
の
う
ち
千
葉
県
と
宮
崎
県
を
事

例
に
し
て
、
特
に
印
刷
技
術
か
ら
み
た
特
徴
を
示
し
た
。
さ
ら
に
府
県
管
内
図
の

特
徴
を
理
解
す
る
た
め
に
、
全
国
的
な
動
向
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
最
後
に

（

四

）

三
重
県
の
事
例
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
関
連
年
表
を
も
と
に
、
府
県
管
内
図
の
作

成
に
関
す
る
法
令
や
、
関
係
す
る
地
図
発
行
の
動
向
を
ま
と
め
た
い
。

府
県
管
内
図
作
成
の
最
初
の
命
令
と
し
て
、
明
治
元
二
八
六
八
）
年
一
二
月

（

鋤

）

二
四
日
に
、
行
政
官
か
ら
各
府
県
藩
へ
管
轄
図
の
調
製
方
法
が
達
せ
ら
れ
た
。
ま

た
明
治
三
年
六
月
に
は
国
絵
図
改
正
に
つ
き
、
各
府
藩
県
に
取
調
が
命
じ
ら
れ
て

（

皿

）

い
る
。
三
重
県
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
「
管
轄
図
」
は
美
濃
紙
に
彩
色

（

犯

）

を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
体
裁
は
国
絵
図
そ
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
既
に
み
た
府
県
管
内
図
と
は
、
技
術
面
で
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

次
い
で
明
治
五
二
八
七
二
）
年
九
月
に
は
、
皇
国
地
誌
編
集
に
際
し
て
「
書

籍
並
地
図
類
」
を
採
集
す
る
た
め
、
諸
省
府
県
は
そ
れ
ら
の
目
録
を
差
出
す
よ
う

（

鍋

）

命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
七
年
三
月
、
内
務
省
か
ら
各
府
県
へ
「
管
内
実
測
製

図
」
に
つ
い
て
、
そ
の
作
業
方
法
等
と
と
も
に
差
出
す
べ
き
旨
の
達
が
出
さ
れ
て

（

別

）

い
る
。
た
だ
し
同
年
五
月
に
は
、
同
じ
く
内
務
省
が
こ
の
測
量
作
業
を
差
止
め
る

（

妬

）

よ
う
達
を
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
各
府
県
か
ら
提
出
さ
れ
た
府
県
管
内
図
は
、
内
務
省
地

れ
も
が
示
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
い
ず
れ
の
場
合
も
、
当
該
期
に
整
備
途
上
に
あ
っ

た
地
方
自
治
制
度
の
動
向
に
連
動
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
こ

れ
を
府
県
管
内
図
の
特
徴
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

三
府
県
管
内
図
の
成
立
と
展
開
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関連年表明治期府県管内図に関する法令及び関係地図発行の動向

（

坊

）

（

”

）

理
局
で
所
蔵
さ
れ
た
。
「
内
務
省
地
理
局
地
誌
課
所
蔵
地
図
目
録
」
に
は
、
内
務

省
地
理
局
旧
蔵
地
図
の
う
ち
一
三
六
点
の
府
県
管
内
図
が
確
認
で
き
、
こ
れ
ら
の

（

犯

）

内
務
省
地
理
局
旧
蔵
地
図
は
そ
の
後
各
機
関
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
一
部
は
現

在
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
た
が
、
確
認
さ
れ
た
府
県
管
内
図
の
点

（

羽

）

数
は
一
四
七
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
所
在
情
報
に
基
づ
き
、
各
府
県
で
最
も
早

く
府
県
管
内
図
が
作
成
さ
れ
た
年
代
を
集
計
す
る
と
、
府
県
管
内
図
の
初
出
年
代

は
明
治
一
○
年
代
前
半
に
集
中
し
て
い
る
。

事項

太政官が管轄図の調製方法を各府県藩へ達す

京都府が府県管轄地図の実地測量を申付る

国絵図改正に付各府藩県に取調を命ずる

廃藩置県

陸軍省が全国地理図誌編集に付取調方を各府県へ達す

内務省が各府県管内一覧表の提出を命ずる

郡区町村編制法公布

内務省地理局「測絵図譜』

内務省地理局測量課「大日本府県管轄図」

年

明治元

明治2

明治3

明治4

明治5

明治8

明治11

明治ll

明治12

明治14

明治14

明治21

明治23

明治28

明治34

月
一
也
－
６
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
４
９
ｌ
７
８
ｌ
哩
一
２
６
４
５
’

日
一
型
一
溺
一
一
一
一
一
浬
一
型
一
理
一

内務省地理局地誌課『大日本国全図」

内務省地理局地誌課『大日本府県分轄図」

市制・町村制公布

郡制・府県制公布

鐘美堂「大日本管轄分地図」

｜
｜
妬
Ⅳ
二

－｜－｜ 新聞『日本」附録「分県地図」 （～明治36）

注）地図発行関連事項はゴシックで示した

こ
れ
と
時
期
を
同
じ

く
し
て
、
明
治
一
二
年

以
降
に
内
務
省
地
理
局

に
よ
る
日
本
全
国
を
対

象
と
し
た
地
図
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。
既
に
確
認
し

た
通
り
、
こ
う
し
た
動

向
は
同
一
一
年
七
月

二
二
日
の
郡
区
町
村
制

法
公
布
と
、
同
年
八
月

の
『
測
絵
図
譜
』
刊
行

を
受
け
て
の
も
の
で

あ
っ
た
。
地
方
自
治
制

度
の
整
備
過
程
で
府
県

管
轄
下
の
領
域
を
示
す

必
要
性
が
生
じ
、
ま
た
地
図
印
刷
技
術
の
確
立
に
伴
い
府
県
単
位
で
の
地
図
刊
行

が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
府
県
が
主
体
と
な
っ
て
そ
の
管
轄
域
を
示
し
た

府
県
管
内
図
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
府
県
管
内
図
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も

明
治
一
二
年
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
表
１
）
。
た
だ
し
同
年
五

月
の
「
福
岡
県
精
図
」
は
同
年
一
二
月
の
「
大
日
本
府
県
管
轄
図
』
に
先
行
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
一
○
年
代
半

ば
以
降
に
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た
府
県
管
内
図
は
、
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
『
測
絵

図
譜
』
の
技
術
が
利
用
さ
れ
る
等
、
内
務
省
地
理
局
に
お
け
る
地
図
作
成
・
収
集

の
動
向
と
の
関
連
性
が
指
摘
で
き
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
内
務
省
地
理
局
と
と
も
に
明
治
期
の
地
図
作
成
機
関

で
あ
っ
た
陸
海
軍
及
び
参
謀
本
部
に
お
い
て
府
県
管
内
図
の
収
集
が
活
発
に
行
わ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
早
く
は
明
治
一
○
年
四
月
、
陸
軍
省
は
鹿
児
島
県
か
ら
県

管
内
図
の
提
出
を
受
け
て
い
る
が
、
陸
軍
省
で
は
同
年
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
、

「
西
海
道
全
図
」
、
「
熊
本
近
傍
図
」
、
「
薩
摩
大
隅
日
向
三
国
図
」
、
「
鹿
児
島
県
実

（

卯

）

測
図
」
を
転
写
石
版
に
よ
り
印
刷
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
図
は
西
南
戦
争
で
の

必
要
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
先
に
鹿
児

島
県
か
ら
提
出
を
受
け
た
県
管
内
図
が
利
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（

訓

）

こ
の
他
に
ま
と
ま
っ
た
収
集
の
契
機
は
明
治
一
七
年
の
陸
軍
省
や
、
同
一
八
年

（

犯

）

の
海
軍
省
等
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
県
が
無
償
で
府
県
管

内
図
を
提
出
し
た
の
で
は
な
く
、
提
供
を
受
け
た
側
か
ら
府
県
側
へ
対
価
が
支
払

わ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
府
県
管
内
図
は
府
県
の
領
域
を
示
す
だ
け

で
な
く
、
軍
事
的
な
利
用
に
も
供
さ
れ
て
い
た
。
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本
報
告
で
は
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
地
図
に
つ
い
て
、
特
に
明
治
期
府
県
管
内

図
に
注
目
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
橘
資
料

群
に
含
ま
れ
る
地
図
は
版
画
技
術
研
究
の
た
め
の
美
術
資
料
と
し
て
、
印
刷
技
術

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
収
集
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
．
中
で
も
府
県
管
内
図
に

注
目
し
て
そ
の
特
徴
を
検
討
し
た
結
果
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
明
治
一
○
年
代
前
半
に
は
内
務
省
地
理
局
に
よ
る
地
図
作
成
の
動
向
に
関

連
し
て
、
各
府
県
が
主
体
と
な
っ
て
そ
の
管
轄
域
を
図
示
し
た
府
県
管
内
図
が
作

成
さ
れ
た
。
橘
資
料
群
に
含
ま
れ
る
府
県
管
内
図
の
う
ち
、
千
葉
県
と
宮
崎
県
の

も
の
を
事
例
と
し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
と
、
明
治
一
一
年
に
内
務
省
地
理
局
が

刊
行
し
た
『
測
絵
図
譜
』
の
地
図
図
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
府
県
管
内

図
に
示
さ
れ
た
行
政
界
の
う
ち
府
県
境
が
府
県
境
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

な
お
明
治
二
○
年
代
以
降
に
な
る
と
、
民
間
業
者
か
ら
府
県
地
図
が
広
く
刊
行

さ
れ
た
。
さ
ら
に
個
別
の
府
県
に
限
ら
ず
、
全
国
の
府
県
地
図
を
一
括
揃
い
物
と

し
た
「
分
県
地
図
」
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
噌
矢
と
な
る
も
の
が
、

明
治
二
八
二
八
九
五
）
年
の
『
三
都
市
四
十
三
県
三
府
一
庁
大
日
本
管
轄
分
地
図
』

（

羽

）

で
あ
っ
た
。
ま
た
明
治
三
四
二
九
○
二
～
三
六
二
九
○
三
）
年
に
は
、
新

（

弧

）

間
『
日
本
』
の
附
録
と
し
て
分
県
地
図
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
民
間
府
県
地

図
の
凡
例
を
み
る
と
、
府
県
境
と
と
も
に
国
境
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

こ
う
し
た
行
政
界
の
表
示
方
法
を
み
る
と
、
明
治
一
○
年
代
に
は
普
及
し
て
い
な

か
っ
た
府
県
境
が
、
明
治
二
○
年
代
後
半
以
降
に
な
っ
て
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

く
、
旧
国
界
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
府
県
管
内
図
は
府
県
の
管
轄
域
を
明
示
す
る
も
の
と
い
う

理
解
か
ら
は
、
当
の
主
体
が
府
県
境
を
示
さ
な
い
こ
と
と
の
整
合
的
な
理
解
は
難

し
い
。
府
県
域
が
確
定
し
て
い
な
い
段
階
で
は
府
県
境
と
い
う
認
識
が
ま
だ
普
及

し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
旧
来
の
国
境
を
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
普
及

し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
府
県
境
に
固
有
の
凡
例
を
対
応
さ
せ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
府
県
境
の
普
及
を
巡
っ
て
さ
ら
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
従
来
、
府
県
管
内
図
は
積
極
的
な
注
目
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
作
成
過
程
は
い
わ
ば
近
代
日
本
の
地
方
自
治
制
度
の
整
備
過
程
と
軌
を
一
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
本
報
告
で
は
、
数
件
の
事
例
か
ら
予

察
的
な
検
討
を
加
え
る
に
留
ま
っ
た
た
め
、
網
羅
的
な
収
集
と
個
別
事
例
に
則
し

た
検
討
の
蓄
積
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
本
稿
で
は
特
に
内
務
省
地
理
局
の
動
向
を
中
心
に
検
討
し
た
が
、
近
年
、

こ
の
内
務
省
地
理
局
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
が
進
ん
で
い
る
。
地
理
局
旧
蔵
地
図
．

（

弱

）

（

弱

）

（

諏

）

資
料
群
の
復
原
や
、
地
誌
編
纂
事
業
、
地
誌
課
長
の
塚
本
明
毅
な
ど
に
焦
点
を
当

て
た
も
の
が
あ
り
、
本
稿
と
密
接
に
関
わ
る
部
分
が
多
い
。
こ
れ
に
加
え
従
来
注

（

銘

）

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
近
代
の
民
間
地
図
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
る
等
、
近
代

地
図
に
つ
い
て
多
角
的
な
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
を
踏
ま
え
、

地
方
自
治
制
度
の
整
備
過
程
と
の
関
係
を
重
視
し
な
が
ら
、
地
図
の
近
代
化
に
つ

い
て
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

-40-



主一
三
ロ（

１
）
角
田
拓
朗
「
橘
忠
助
氏
旧
蔵
美
術
資
料
群
に
つ
い
て
」
「
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告

人

文

科

学

」

三

七

、

二

○

二

年

。

（
２
）
前
掲
１
角
田
論
文
掲
載
の
Ｈ
録
（
以
下
、
橘
資
料
群
目
録
と
略
す
）
の
う
ち
刷
り
物
等

四
、
六
、
七
、
九
、
一
○
、
一
一
、
一
二
、
一
三
、
一
四
、
一
七
、
一
八
、
一
九
、
二
二
、
二
四
、
二
七
、

四

一

、

岩

橋

章

山

関

係

資

料

三

。

（
３
）
西
田
武
雄
「
岩
橋
教
章
」
更
ヅ
チ
ン
グ
」
三
○
、
一
九
三
五
年
（
復
刻
版
「
エ
ヅ
チ
ン
グ

ー

」

、

臨

川

書

店

、

三

四

七

頁

）

。

（
４
）
三
重
県
編
・
発
行
『
三
重
県
史
別
編
絵
図
・
地
図
」
、
一
九
九
叫
年
。

（
５
）
河
村
克
典
「
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
刊
行
の
山
口
県
全
図
」
「
山
口
県
文
書
館
研
究
紀

要

」

二

七

、

二

○

○

○

年

。

（
６
）
府
県
管
内
図
の
目
録
を
作
成
し
た
も
の
に
以
下
が
あ
る
。
師
橋
辰
夫
「
官
版
府
県
図
」
『
月

刊

古

地

図

研

究

」

五

、

一

九

七

○

年

。

（
７
）
岩
橋
敦
章
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
塚
原
晃
「
近
代
美
術
と
地
図
ｌ
川
ｔ
冬
崖
と
岩

橋
敦
章
ｌ
」
「
神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
」
一
七
、
二
○
○
一
年
。
森
登
「
解
説
」
『
正

智
遺
稿
岩
橋
教
草
遺
稿
集
〔
復
刻
版
〕
」
、
明
治
美
術
学
会
、
二
○
○
八
年
。

（
８
）
橘
資
料
目
録
で
は
「
岩
橋
章
山
関
係
資
料
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
橘
資
料
廿
録
の
う
ち
地
図
一
四
、
三
二
、
三
九
、
四
七
、
四
八
。

（
、
）
『
測
絵
図
譜
」
等
の
銅
版
技
術
に
つ
い
て
は
角
田
拓
朗
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
Ⅱ
）
地
図
資
料
編
纂
会
編
「
明
治
前
期
内
務
省
地
理
同
作
成
地
図
集
成
」
、
柏
耆
房
、
一
九
九

九
年
。
な
お
当
該
期
の
内
務
省
地
理
局
の
地
図
作
成
に
つ
い
て
は
同
耆
解
説
（
清
水
靖
夫

「
内
務
省
地
理
局
と
地
図
作
成
」
）
を
参
照
。

（
皿
）
酒
井
捨
彦
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
青
木
茂
「
い
わ
ゆ
る
「
黄
遵
憲
事
件
」
と
冬
崖
の

死
」
ヨ
寸
」
四
九
、
二
○
一
二
年
。
ま
た
酒
井
の
動
向
を
含
む
陸
軍
省
系
統
の
地
図
作
成

に
つ
い
て
は
近
年
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
同
「
陸
軍
省
の
冬
崖
・
川
上
寛
」
「
一

寸
」
五
○
、
二
○
一
二
年
。
同
「
二
万
分
一
迅
速
図
と
冬
崖
の
死
」
『
一
寸
』
五
一
、
二

○
一
二
年
。
同
「
本
多
錦
吉
郎
と
陸
軍
の
地
図
・
画
学
・
図
学
教
科
書
」
」
「
一
寸
」
五
二
、

二

○

一

二

年

。

（
昭
）
結
城
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
日
本
美
術
院
百
年
史
編
集
室
編
「
日
本
美
術
院

百
年
史
一
巻
上
」
、
日
本
美
術
院
、
一
九
八
九
年
、
二
○
○
～
二
○
一
頁
。

面
）
青
木
茂
編
「
明
治
洋
画
史
料
懐
想
編
」
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
○
○
四
年
、
一
四

二

頁

。

（
鴫
）
本
凶
は
京
都
大
学
電
子
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
胃
弓
三
①
今
．

百
号
・
写
。
８
‐
屋
．
“
且
貝
①
〆
三
豆
ご
冨
冨
国
匡
含
侭
Ｒ
Ｓ
Ｓ
，
胃
邑
（
日
本
全
図
東
部
）
、
及
び

三
日
ど
の
琴
．
百
号
．
塚
。
８
‐
色
・
煙
且
頁
①
深
宮
三
重
冨
斎
園
匡
さ
畠
里
ｓ
ｇ
・
言
邑
（
日
本
全
図
西

部

）

・

（
蝿
）
「
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
目
録
」
（
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
編
『
明
治
前
期
産
業

発
達
史
資
料
一
七
八
勧
業
博
覧
会
資
料
』
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
七
五
、
文

二

’

二

）

・

（
Ｗ
）
国
立
国
会
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
等
の
所
蔵
目
録
を
参
照
し
た
。

（
肥
）
な
お
利
根
川
に
は
国
界
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
明
治
二
○
年
の
「

千
葉
県
管
内
実
測
全
図
」
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
「
武
総
及
常
総
国
界
ノ
内
利
根
江
戸
両
川
ノ
中
央
二
係
ル
所
ハ
煩
ヲ
避
ル
為
メ
国
界

線

ヲ

省

略

セ

リ

」

。

（
岨
）
前
掲
４
『
三
重
県
史
」
は
一
二
点
の
「
県
域
図
」
を
事
例
と
し
て
、
各
図
が
作
成
さ
れ
た

背
景
に
つ
い
て
関
連
す
る
法
令
等
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
別
）
内
閣
官
報
局
編
・
発
行
『
法
令
全
書
慶
応
三
年
」
、
一
八
八
七
年
、
四
二
一
頁
。

（
虹
）
内
閣
官
報
局
編
・
発
行
「
法
令
全
書
明
治
三
年
」
、
一
八
八
七
年
、
二
五
四
頁
。

（
犯
）
「
伊
勢
国
全
図
」
前
掲
４
「
三
重
県
史
』
、
一
三
六
～
一
三
九
頁
。

兎
）
内
閣
官
報
局
綱
・
発
行
『
法
令
全
書
明
治
五
年
』
、
一
八
八
几
年
、
二
○
○
頁
。

（
型
）
内
閣
官
報
局
編
・
発
行
『
法
令
全
書
明
治
七
年
」
、
一
八
八
九
年
、
四
九
ｈ
頁
。

（
濁
）
前
掲
型
『
法
令
全
書
」
、
五
三
九
頁
。

（
妬
）
こ
の
経
緯
は
以
下
に
詳
し
い
。
千
葉
真
由
美
「
皇
国
地
誌
編
纂
過
程
に
お
け
る
地
図
目
録

と
地
図
主
管
の
移
動
東
京
大
学
史
料
編
蟇
所
所
蔵
「
内
務
省
引
継
地
図
」
と
関
連
地
図
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ゆ

ま

に

耆

房

、

二

○

○

九

年

。

（
調
）
前
掲
訂
科
学
研
究
費
報
告
書
。

（
調
）
島
津
俊
之
「
明
治
政
府
の
地
一

島
津
俊
之
「
明
治
政
府
の
地
誌

（
犯
）
例
え
ば
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ｇ
こ
こ
合
ｇ
ｇ
、
「
明
治
一
八
年
普
号
通
覧

巻
一
八
自
普
一
六
四
一
号
至
普
一
六
九
四
号
六
月
分
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
。

（
調
）
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
日
本
地
図
選
集
刊
行
委
員
会
・
人
文
社
編
佳

編
「
三
都
市
・
四
十
三
県
・
三
府
一
庁
大
日
本
管
轄
分
地
図
」
人
文
社
、
一
九
六
八
淀

（
鈍
）
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
『
明
治
中
期
分
県
地
図
新
聞
「
日
本
」
附

人
文
社
編
集

一

九

六

八

年

「
日
本
」
附

（
弧
）
例
え
ば
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（
ご
閏
国
邑
誤
ｇ
、
「
明
治
一
七
年
従
一
月
至
六
月

（
調
）
国
立
公
文
言
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
利
用
し
た
。

（
鋤
）
測
量
・
地
図
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
測
量
・
地
図
一

○

年

、

二

七

四

頁

。

『
測
量
・
地
図
百

（
犯
）
内
務
省
地
理
局
に
お
け
る
地
図
収
集
に
関
し
て
は
以
下
の
成
果
を
参
照
し
た
。
千
葉
真
由

美
「
「
内
務
省
引
継
地
図
」
に
お
け
る
印
と
地
図
史
料
の
収
集
・
整
理
」
「
東
京
大
学
史
料

美
「
「
内
務
省
引
継
地
図
」
に
お
け
る
印
、

（
”
）
科
学
研
究
費
報
告
書
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
２
「
内
務
省
地
理
局
に
お
け
る
地
図
蓄
積
Ⅱ
管

理
構
造
の
復
原
的
研
究
」
（
課
題
番
号
一
四
五
一
○
三
四
九
、
研
究
代
表
者
横
山
伊
徳

中
西
僚
太
郎
・
関
戸
明
子
編
「
近
代
日
本
の
視
覚
的
経
験
絵
地
図
と
古
写
真
の
世
界
」
、

塚
本
学
『
塚
本
明
毅
」
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
一
二
年
。

編
纂
事
業
と
国
民
国
家
形
成
」
、
「
地
理
学
評
論
」
七
五
（

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
○
○
八
年
。

編
纂
所
研
究
紀
要
」
一
○
、
二
○
○
○
年
。

二
）
、
二
○
○
二
年

目
録
の
検
討
か
ら
」
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
四
、
二
○
○
四
年
。

諸
県
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
。

○
○
四
年
）
所
収

年
史
」
日
本
測
量
協
会
、
一
九
七部

桿

附

録
』
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